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枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格
制 定：平成３年５月２７日農林水産省告示第７０１号

一部改正：平成６年３月２５日農林水産省告示第５９０号

一部改正：平成１５年２月２７日農林水産省告示第２３９号

一部改正：平成１７年８月１５日農林水産省告示第１３０５号

最終改正：平成２２年７月９日農林水産省告示第１０３６号

（適用の範囲）

第１条 この規格は、枠組壁工法構造用たて継ぎ材に適用する。

（定義）

第２条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用 語 定 義

枠組壁工法構造用たて継 ひき板をフィンガージョイントによって長さ方向に接着した針葉樹材で、枠組壁工法建築物の

ぎ材 構造耐力上主要な部分に使用するものをいう。

た て 枠 用 た て 継 ぎ 材 枠組壁工法構造用たて継ぎ材のうち、枠組壁工法建築物のたて枠に使用するものをいう。

甲 種 た て 継 ぎ 材 枠組壁工法構造用たて継ぎ材のうち、主として高い曲げ性能を必要とする部分に使用するもの

をいう。

乙 種 た て 継 ぎ 材 たて枠用たて継ぎ材及び甲種たて継ぎ材以外の枠組壁工法構造用たて継ぎ材をいう。

（寸法型式）

第３条 この規格における枠組壁工法構造用たて継ぎ材の寸法型式は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その規定寸法はそれ

ぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

（単位 mm）

規定寸法
寸法型式

厚 さ 幅

２０３ ３８ ６４

２０４ ３８ ８９

２０６ ３８ １４０

２０８ ３８ １８４

２１０ ３８ ２３５

２１２ ３８ ２８６

（たて枠用たて継ぎ材の規格）

第４条 たて枠用たて継ぎ材の規格は、次の表のとおりとする。

区 分 基 準

接 着 の 程 度 別記３の(1)の煮沸繰返し試験又は減圧加圧試験を行い、次の１及び２の基準に適合する

こと。

１ フィンガーの長さが１６mm以下の場合には、１サイクル終了時のはく離率が５％以下

であること。ただし、その時のはく離率が５％を超えた場合には、更に２サイクルの処

品 理を行い、その終了時のはく離率が１０％以下であること。

２ フィンガーの長さが１６mmを超える場合には、１サイクル終了時の平均はく離率が５

％以下であること。ただし、その時の平均はく離率が５％を超えた場合には、更に２サ

質 イクルの処理を行い、その終了時の各試験片のはく離率が１５％以下であり、かつ、平

均はく離率が１０％以下であること。

（注１） サイクルとは、煮沸繰返し試験にあっては試験片を沸騰水中に５時間浸せきし、

更に室温水中に１時間浸せきした後、水中から取り出し、６０±３℃の恒温乾燥

器中で１８時間以上乾燥し、含水率が１９％以下となるようにする処理過程をい
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い、減圧加圧試験にあっては試験片を室温水中に浸せきし、０.０６８ＭＰaから

０.０８５ＭＰaまでによる減圧を３０分間行い、更に０.５１±０.０３ＭＰaの

加圧を２時間行った後、水中から取り出し、７０±３℃の恒温乾燥器中で１８時

間以上乾燥し、含水率が１９％以下となるようにする処理過程をいう。

（注２） はく離率は、次の式により算出する。

木口面のはく離の長さの合計
はく離率（％）＝ ×１００

木口面の接着層の長さの合計

（注３） 平均はく離率は、２個の試験片のはく離率の平均とする。

（注４） はく離率の測定に当たっては、試験片の木口面における接着層のはく離の長さ

が３mm以上のものについて測定するものとし、両外側の接着層のはく離及び節の

境界面のはく離は、はく離とみなさないものとする。

含 水 率 別記の３の(2)の含水率試験を行い、同一試料から採取した試験片の含水率の平均値が１

９％以下であること。

曲 げ 強 度 性 能 別記の３の(3)の曲げ試験を行い、次の１及び２の基準に適合すること。

１ 曲げ試験に供する枠組壁工法構造用たて継ぎ材（以下「試験たて継ぎ材」という。）

の９５％以上の曲げ強さが、フラットワイズ（幅の材面を上面にすることをいう。以下

同じ。）及び寸法型式２０４のエッジワイズ（厚さの材面を上面にすることをいう。以

下同じ。）にあっては次の表の曲げ強さの①の値、寸法型式２０６のエッジワイズにあ

っては次の表の曲げ強さの①の値に０.８４を乗じて得た値以上であること。

２ 試験たて継ぎ材のすべての曲げ強さが、フラットワイズ及び寸法型式２０４のエッジ

ワイズにあっては次の表の曲げ強さの②の値、寸法型式の２０６のエッジワイズにあっ

ては次の表の曲げ強さの②の値に０.８４を乗じて得た値以上であること。

表

樹種群 曲げ強さ（ＭＰa又はＮ／mm2）

① ②

ＤＦir-Ｌ １９.６ １７.４

Ｈem-Ｔam １２.８ １１.４

Ｈem-Ｆir １８.９ １６.８

Ｓ-Ｐ-Ｆ又はＳpruce-Ｐine-Ｆir １７.５ １５.６

Ｗ-Ｃedar １０.１ ９.０

（注） 樹種群に対応する樹種は、枠組壁工法構造用製材の日本農林規格（昭和４９年７

月８日農林省告示第６００号）の別表第３による。

材 節 又 は 穴 枠組壁工法構造用製材の日本農林規格第４条に規定する甲種枠組材２級又は同規格第５条

面 腐 れ に規定する乙種枠組材スタンダードの基準を適用する。

の 変 色

品 丸 身

質 割 れ

加 工 上 の 欠 点

曲 が り

反 り 又 は ね じ れ

平均年輪幅（枠組壁

工法構造用製材の日

本農林規格の別表第

３の樹種群の略号が

「Ｈem-Ｆir」及び

「Ｓ-Ｐ-Ｆ又はＳpr

uce-Ｐine-Ｆir」に

該当する樹種を除

く｡）
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髄心部又は髄（ラジ

アタパインに限る｡）

繊 維 走 向 の 傾 斜

そ の 他 の 欠 点

材 料 たて継ぎされる木材が同一樹種群のもので構成されていること。

た 節 又 は 穴 最大径が２５㎜以下であること。

て 丸 身 厚丸身が１／２以下であること。

継 や に つ ぼ 木口面に投影したときの面積が、木口面の面積の１０％以下であること。

ぎ 段 差 １.５㎜以下であること。

部 フィンガーの形状 フィンガーの長さが１２㎜以上であり、かつ、一方のひき板のフィンガーの先端と他方の

ひき板のフィンガーの底部の隙き間が、１.５㎜以下であること。

寸 法 １ 寸法型式が２０４又は２０６であること。

２ 表示された寸法（寸法型式を含む｡）と測定した寸法との差が次の表に掲げる数値以

下であること。

（単位 ㎜）

表示された寸法（寸法型式を含む｡）と測定した寸法との差

厚さ及び幅 ±１.５

長さ ＋制限しない。－０

表 示 事 項 １ 次の事項を一括して表示してあること。

(1) 品名

(2) 樹種名、樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

表 (3) 寸法型式名

(4) 長さ

(5) 製造業者又は販売業者（輸入品にあっては、輸入業者。以下同じ。）の氏名又は名

示 称その他製造業者又は販売業者を表す文字

２ ホルムアルデヒドを含む接着剤を使用していないことを登録認定機関又は登録外国認

定機関が認めた場合にあっては、１に規定するもののほか、非ホルムアルデヒド系接着

剤を使用している旨を表示することができる。

表 示 の 方 法 １ 表示事項の項の１の(1)から(4)までに掲げる事項の表示は、次に規定する方法により

行われていること。

(1) 品名

「たて枠用たて継ぎ材」又は「ＦＪ ＳＴＵＤ」と記載すること。

(2) 樹種名、樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

ア 樹種名を表示するものにあっては、その樹種の一般名を記載すること。

イ 樹種群を表示するものにあっては、枠組壁工法構造用製材の日本農林規格の別表

第３の樹種群の略号（以下「樹種群の略号」という。）を記載すること。

ウ 同一樹種群内の複数の樹種名を表示するものにあっては、同一荷口に含まれるす

べての樹種の一般名を記載し、その次に括弧を付して樹種群の略号を記載すること。

(3) 寸法型式名

前条の表に掲げる寸法型式名を記載すること。

(4) 長さ

長さは、mm、cm又はmの単位を明記して記載すること。

２ 表示事項の基準の２により、非ホルムアルデヒド系接着剤を使用している旨の表示を

する場合には、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」と記載すること。

３ 表示事項の基準に規定する事項の表示は、材ごと（長さ表示にあっては、材ごと又は

寸法が同一である各こりごと。）に見やすい箇所に明瞭にしてあること。

表 示 禁 止 事 項 次に掲げる事項を表示していないこと。

(1) 表示事項の基準に掲げる事項の内容と矛盾する用語
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(2) その他品質を誤認させるような文字、絵その他の表示

（甲種たて継ぎ材の規格）

第５条 甲種たて継ぎ材の規格は、次の表のとおりとする。

基 準
区 分

特 級 １ 級 ２ 級 ３ 級

接 着 の 程 度 前条のたて枠用たて継ぎ材の規格の品質の接着の程度の基準を適用する。

含 水 率 前条のたて枠用たて継ぎ材の規格の品質の含水率の基準を適用する。

曲 げ 強 度 性 能 別記の３の(3)の曲げ試験を行い、次の１及び２の基準に適合すること。

品 １ 試験たて継ぎ材の９５％以上の曲げ強さが、フラットワイズ及び表２に掲げる寸法

型式以外のエッジワイズにあっては次の表１の曲げ強さの①の値、表２に掲げる寸法

型式のエッジワイズにあっては次の表１の曲げ強さの①の値に表２に掲げる寸法型式

質 に応じた係数を乗じて得た値以上であること。

２ 試験たて継ぎ材のすべての曲げ強さが、フラットワイズ及び表２に掲げる寸法型式

以外のエッジワイズにあっては次の表１の曲げ強さの②の値、表２に掲げる寸法型式

のエッジワイズにあっては次の表１曲げ強さの②の値に表２に掲げる寸法型式に応じ

た係数を乗じて得た値以上であること。

表１

樹種群 等級 曲げ強さ
(ＭＰａ又はＮ／mm2)

① ②

ＤＦir-Ｌ 特級 ４０.５ ３６.０

１級 ２７.６ ２４.６

２級 ２４.３ ２１.６

３級 １４.２ １２.６

Ｈem-Ｔam 特級 ３３.０ ２９.４

１級 ２０.２ １８.０

２級 １５.５ １３.８

３級 ９.４ ８.４

Ｈem-Ｆir 特級 ３８.４ ３４.２

１級 ２６.３ ２３.４

２級 ２２.９ ２０.４

３級 １３.５ １２.０

Ｓ-Ｐ-Ｆ又は 特級 ３３.７ ３０.０

Ｓpruce-Ｐine-Ｆir １級 ２４.９ ２２.２

２級 ２４.３ ２１.６

３級 １４.２ １２.６

Ｗ Ｃedar 特級 ２６.３ ２３.４

１級 １８.９ １６.８

２級 １８.２ １６.２

３級 １０.８ ９.６

(注) 樹種群に対応する樹種は、枠組壁工法構造用製材の日本農林規格の別表第

３による。

表２

寸法型式 係数

２０６ ０.８４

２０８ ０.７５

２１０ ０.６８

２１２ ０.６３

材 節 又 は 穴 枠組壁工法構造用製 枠組壁工法構造用製 枠組壁工法構造用製 枠組壁工法構造用製
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面 腐 れ 材の日本農林規格第 材の日本農林規格第 材の日本農林規格第 材の日本農林規格第

の 変 色 ４条に規定する甲種 ４条に規定する甲種 ４条に規定する甲種 ４条に規定する甲種

品 丸 身 枠組材特級の基準を 枠組材１級の基準を 枠組材２級の基準を 枠組材３級の基準を

質 割 れ 適用する。 適用する。 適用する。 適用する。

加 工 上 の 欠 点

曲 が り

反 り 又 は ね じ れ

平均年輪幅（枠組壁工

法構造用製材の日本農

林規格の別表第３の樹

種群の略号が「Ｈem-

Ｆir」及び「Ｓ-Ｐ-Ｆ

又はＳpruce-Ｐine-Ｆ

ir」に該当する樹種を

除く｡）

髄心部又は髄（ラジア

タパインに限る｡）

繊 維 走 向 の 傾 斜

そ の 他 の 欠 点

材 料 １ 前条のたて枠用たて継ぎ材の規格の品質の材料の基準を適用する。

２ 接着剤がレゾルシノール樹脂、フェノール・レゾルシノール共縮合樹脂又はこれと

同等以上の性能を有するものであること。

た 節 又 は 穴 木口面に投影したときの面積が、木口面の面積の１０％以下であること。

て 丸 身 前条のたて枠用たて継ぎ材の規格の品質のたて継ぎ部の丸身の基準を適用する。

継 や に つ ぼ ないこと。ただし、３級にあっては、木口面に投影したときの面積が、木口面の面積の

ぎ １０％以下であること。

部 段 差 １.５㎜以下であること。ただし、３級にあっては、一方の段差が１.５㎜以下であり、

かつ、他方の段差が３㎜以下であること。

フ ィ ン ガ ー の 形 状 前条のたて枠用たて継ぎ材の規格の品質のたて継ぎ部のフィンガーの形状の基準を適用

する。

寸 法 １ 寸法型式が２０３、２０４、２０６、２０８、２１０又は２１２であること。

２ 前条のたて枠用たて継ぎ材の規格の品質の寸法の基準の２を適用する。

表 示 事 項 前条のたて枠用たて継ぎ材の規格の表示の表示事項の基準を適用する。

表 示 の 方 法 １ 表示事項の基準において適用する前条のたて枠用たて継ぎ材の規格の表示の表示事

項の基準の１の(1)から(4)までに掲げる事項の表示は、次に規定する方法により行わ

表 れていること。

(1) 品名

「たて継ぎ材」又は「ＦＪ」と記載すること。

示 (2) 樹種名、樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

ア 樹種名を表示するものにあっては、その樹種の一般名を記載すること。

イ 樹種群を表示するものにあっては、樹種群の略号を記載すること。

ウ 同一樹種群内の複数の樹種名を表示するものにあっては、同一荷口に含まれ

るすべての樹種の一般名を記載し、その次に括弧を付して樹種群の略号を記載

すること。

(3) 寸法型式名

第３条の表に掲げる寸法型式名を記載すること。

(4) 長さ

長さは、mm、cm又はmの単位を明記して記載すること。

２ 前条のたて枠用たて継ぎ材の規格の表示の表示の方法の基準の２及び３を適用す

る。
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表 示 禁 止 事 項 前条のたて枠用たて継ぎ材の規格の表示の表示禁止事項の基準を適用する。

（乙種たて継ぎ材の規格）

第６条 乙種たて継ぎ材の規格は、次の表のとおりとする。

基 準
区 分

コンストラクション スタンダード ユティリティ

接 着 の 程 度 第４条のたて枠用たて継ぎ材の規格の品質の接着の程度の基準を適用する。

含 水 率 第４条のたて枠用たて継ぎ材の規格の品質の含水率の基準を適用する。

品 曲 げ 強 度 性 能 別記の３の(3)の曲げ試験を行い、次の１及び２の基準に適合すること。

１ 試験たて継ぎ材の９５％以上の曲げ強さが次の表の曲げ強さの①の値以上であること。

２ 試験たて継ぎ材のすべての曲げ強さが次の表の曲げ強さの②の値以上であること。

質
樹種群 等級 曲げ強さ

(ＭＰａ又はＮ／mm2)

① ②

ＤＦir-Ｌ コンストラクション ２４.３ ２１.６

スタンダード １９.６ １７.４

ユティリティ １２.８ １１.４

Ｈem-Ｔam コンストラクション １６.２ １４.４

スタンダード １２.８ １１.４

ユティリティ ８.１ ７.２

Ｈem-Ｆir コンストラクション ２２.３ １９.８

スタンダード １８.９ １６.８

ユティリティ １２.１ １０.８

Ｓ-Ｐ-Ｆ又は コンストラクション ２０.９ １８.６

Ｓpruce-Ｐine-Ｆir スタンダード １７.５ １５.６

ユティリティ １１.５ １０.２

Ｗ Ｃedar コンストラクション １２.８ １１.４

スタンダード １０.１ ９.０

ユティリティ ６.７ ６.０

(注) 樹種群に対応する樹種は、枠組壁工法構造用製材の日本農林規格の別表第３による。

材 節 又 は 穴 枠組壁工法構造用製材の日本 枠組壁工法構造用製材の日本 枠組壁工法構造用製材の日本

面 腐 れ 農林規格第５条に規定する乙 農林規格第５条に規定する乙 農林規格第５条に規定する乙

の 変 色 種枠組材コンストラクション 種枠組材スタンダードの基準 種枠組材ユティリティの基準

品 丸 身 の基準を適用する。 を適用する。 を適用する。

質 割 れ

加 工 上 の 欠 点

曲 が り

反り又はねじれ

髄（ラジアタパイ

ンに限る｡）

繊維走向の傾斜

そ の 他 の 欠 点

材 料 １ 第４条のたて枠用たて継ぎ材の規格の品質の基準を適用する。

２ 接着剤がレゾルシノール樹脂、フェノール・レゾルシノール共縮合樹脂又はこれと同等

以上の性能を有するものであること。

縦 節 又 は 穴 木口面に投影したときの面積が、木口面の面積の１０％以下であること。

継 丸 身 第４条のたて枠用たて継ぎ材の規格の品質のたて継ぎ部の丸身の基準を適用する。

ぎ や に つ ぼ 第４条のたて枠用たて継ぎ材の規格の品質のたて継ぎ部のやにつぼの基準を適用する。

部 段 差 １.５㎜以下であること。ただし、ユティリティにあっては、一方の段差が１.５㎜以下であ
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り、かつ、他方の段差が３㎜以下であること。

フィンガーの形状 第４条のたて枠用たて継ぎ材の規格の品質のたて継ぎ部のフィンガーの形状の基準を適用す

る。

寸 法 １ 寸法型式が203又は204であること。

２ 第４条のたて枠用たて継ぎ材の規格の品質の寸法の基準の２を適用する。

表 示 第５条の甲種たて継ぎ材の規格の表示の基準を適用する。

（測定方法）

第７条 この規格における節又は穴及び丸身の測定方法については、枠組壁工法構造用製材の日本農林規格第７条の規定を準用

する。

別記（第４条―第６条関係）

１ 試験試料の採取

煮沸繰返し試験、減圧加圧試験及び含水率試験に供する試験片を切り取る枠組壁工法構造用たて継ぎ材（以下「試料たて

継ぎ材」という｡）又は試験たて継ぎ材の採取は、次の表の左欄に掲げる枠組壁工法構造用たて継ぎ材の枚数又は本数に応

じ、１荷口からそれぞれ同表の右欄に掲げる枚数又は本数を任意に抜き取る方法によるものとする。ただし、試料たて継ぎ

材については、曲げ試験を行った後の試験たて継ぎ材を利用することができるものとする。

荷口の枠組壁工法構造用たて継ぎ材の 試料たて継ぎ材又は試験たて継ぎ材の枚数又は本数

枚数又は本数 試料たて継 試験たて継 煮沸繰返し試験、減圧加圧試験及び含水率試験にお

ぎ材の枚数 ぎ材の枚数 いて再試験を行う場合は、左に掲げる試料たて継ぎ

又は本数 又は本数 材の枚数又は本数の２倍の試料たて継ぎ材を採取す

2,000枚以下 20 40 る。

2,001枚以上 5,000枚以下 25 50

5,001枚以上 15,000枚以下 30 60

15,001枚以上 40,000枚以下 40 80

40,001枚以上 50 100

２ 試験結果の判定

(1) 煮沸繰返し試験、減圧加圧試験及び含水率試験にあっては、１荷口から採取された試料たて継ぎ材から切り取られた試

験片のうち、当該試験に係る基準に適合するものの数が当該試験に係る総数の90％以上であるときは、その荷口の枠組壁

工法構造用たて継ぎ材は、当該試験に合格したものとし、70％未満であるときは、不合格とする。適合するものの数が70

％以上90％未満であるときは、その荷口の枠組壁工法構造用たて継ぎ材について、改めて当該試験に要する試料たて継ぎ

材を採取して再試験を行い、その結果、適合するものの数が90％以上であるときは、当該試験に合格したものとし、90％

未満であるときは、不合格とする。

(2) 曲げ試験にあっては、１荷口から採取された試験たて継ぎ材が、当該試験に係る基準に適合する場合は、合格したもの

とし、それ以外の場合は、不合格とする。

３ 試験の方法

(1) 煮沸繰返し試験又は減圧加圧試験

ア 試験片の作成

試験片は、各試料たて継ぎ材から、中央部にフィンガージョイントを含む、木口断面寸法をそのままとした長さ180

㎜のものを採取する。フィンガーの長さが16㎜以下の場合は、フィンガーの先端部を切断し、木口に接着層が露出した

試験片を１個作成する。フィンガーの長さが16㎜を超える場合は、フィンガーの中央部を切断し、試験片を２個作成す

る。

イ 試験の方法

１サイクル終了時のはく離率又は平均はく離率を算出し、はく離率又は平均はく離率が５％を超えた場合には、更に

２サイクルの処理を行い、その終了時のはく離率又は平均はく離率を算出する。

(2) 含水率試験

ア 試験片の作成

試験片は、各試料たて継ぎ材から質量２０ｇ以上のものを２個ずつ作成する。
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イ 試験の方法

(ｱ) 試験片の質量を測定し、これを乾燥器中で１０３±２℃の温度で乾燥し、恒量に達したと認められるとき（６時

間以上の間隔をおいて測定したときの質量の差が試験片質量の０．１％以下のときをいう。）の質量（以下「全乾質

量」という。）を測定する。

(ｲ) 全乾質量を測定後、次の式によって０．１％の単位まで含水率を算出し、同一試料たて継ぎ材から作成された試

験片の含水率の平均値を０．５％の単位まで算出する。

Ｗ１－Ｗ２

含水率（％）＝ ×100
Ｗ２

Ｗ１は、乾燥前の重量（g）

Ｗ２は、全乾重量（g）

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)の方法以外の方法によって試験片が基準に適合しているかどうかを判定できる場合には、その方法に

よることができる。

(3) 曲げ試験

試験たて継ぎ材の半数をフラットワイズにし、残りの半数をエッジワイズにして、下図に示す方法により荷重し、最大

荷重を測定する。この場合の平均荷重速度は毎分２９．４ＭＰａ以下とし、ジョイント部を荷重スパンの中央にし、全ス

パンは次の表によるものとする。

試験は、温度２０±２℃、相対湿度６５±５％（以下「関係温湿度」という。）の条件の下で質量が一定（２４時間間

隔で測定した質量差が試験片質量の０．１％以下の状態をいう。以下同じ。）に達するまで調湿した試験たて継ぎ材を用

い、関係温湿度の条件の下で試験を行うものとする。ただし、関係温湿度の条件の下での試験が困難な場合には、試験た

て継ぎ材の調湿後、直ちに試験を行うこととする。

なお、設備の都合により関係温湿度の条件を設定することが困難な場合又は製造上の理由により関係温湿度の条件の下

で質量が一定に達するまでにおおむね１週間以上を要する場合には、関係温湿度の条件によらずに試験を行うことができ

ることとするが、この場合には、試験の結果と試験たて継ぎ材の含水率との関係により、関係温湿度の条件の下で曲げ強

さが確保されていることが適切に評価できるものでなければならない。

図(1)

（注）曲げ強さは、次の式により算出する。

３×Ｐｂ×（ç－s）
曲げ強さ（ＭＰa又はＮ／mm２）＝

２×ｂ×ｈ２

Ｐｂ：最大荷重（Ｎ）

ç：全スパン（ｍｍ）

ｓ：荷重スパン（ｍｍ）

ｂ：試験たて継ぎ材の幅（エッジワイズの場合は、試験たて継ぎ材の厚さ）（ｍｍ）

ｈ：試験たて継ぎ材の厚さ（エッジワイズの場合は、試験たて継ぎ材の幅）（ｍｍ）

全 ス パ ン（ｍｍ）
寸法型式

フラットワイズ エッジワイズ

203 １，０９０以上 １，４１０以下

204 １，４６０以上 １，９１０以下

206 ７００以上８９０以下 ２，２３０以上 ２，９３０以下

208 ２，８９０以上 ３，８１０以下

210 ３，６５０以上 ４，８３０以下

212 ４，４２０以上 ５，８５０以下

荷重点 荷重点

ｈ

荷重スパン

Ｓ＝13cm

全スパン

ℓ
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制定文（平成３年５月２７日農林水産省告示第７０１号）

平成３年７月１日から施行する。

改正文（平成６年３月２５日農林水産省告示第５９０号）

平成６年５月１日から施行する。

附 則（平成１５年２月２７日農林水産省告示第２３９号）

１ この告示は、公布の日から起算して３０日を経過した日から施行する。

２ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律（平成１１年法律第１０８号）附則第４条第１

項又は第３項の規定によりなお効力を有するものとされる同法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関す

る法律第１４条第３項又は第１９条の３第１項に規定する製造業者又は外国製造業者の製造する農林物資について、この告示

の施行前にこの告示による改正前の枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格に適合するかどうかの判定を行った独立行政

法人農林水産消費技術センター又は登録格付機関が、当該判定の結果に基づいて当該製造業者又は外国製造業者に当該農林物

資又はその包装に格付の表示を付させる場合には、なお従前の例による。

３ この告示の施行前に格付の表示が付された枠組壁工法構造用たて継ぎ材については、なお従前の例による。

附 則（平成１７年８月１５日農林水産省告示第１３０５号）

（施行期日）

１ この告示は、公布の日から起算して９０日を経過した日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格により格付の表示が付された

枠組壁工法構造用たて継ぎ材については、なお従前の例による。

改正文（平成２２年７月９日農林水産省告示第１０３６号）

平成２２年８月８日から施行する。

附 則（平成２２年７月９日農林水産省告示第１０３６号）

平成２２年１０月７日以前に行われる枠組壁工法構造用たて継ぎ材の格付については、この告示による改正前の枠組壁工法構

造用たて継ぎ材の日本農林規格の規定の例によることができる。

（最終改正の施行期日）

平成２２年７月９日農林水産省告示１０３６号については、平成２２年８月８日から施行する。


